
宮城県立高等学校等における外国語指導に関する労働者派遣業務に係る 

企画提案募集要領 

 

１ 業務の名称 

  令和８年度・令和９年度・令和１０年度 

宮城県立高等学校等における外国語指導に関する労働者派遣業務 

 

２ 業務の目的 

  宮城県教育委員会（以下「教育委員会」という。）において、宮城県立の高等学校、中

学校及び特別支援学校（以下「県立学校」という。）における外国語指導の一層の充実を

図る。 

 

３ 事業費（委託上限額） 

  ３０４，９２０，０００円（取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。） 

 

４ 業務内容 

 （１）英語教育、外国語活動、国際理解教育における指導 

 （２）英語以外の他教科における外国語（英語）指導助手業務 

 （３）指導方法等の研修会への参加 

 （４）教材・資料作成 

 （５）教員と指導内容、方法についての事前の打合せ 

 （６）クラブ活動への参加 

 （７）生徒との交流活動 

 （８）試験実施の補助 

 （９）生徒の個別指導 

 （10）学校内外での行事運営支援・参加 

 （11）教授手法等の教員に対する支援 

 （12）翻訳・通訳の支援 

 （13）英語科のある２校（泉高校、仙台東高校）及び仙台二華中学校で実施する英語合    

宿（仙台近郊）での指導（派遣労働者（外国語指導助手）６名程度） 

 

５ 派遣労働者（外国語指導助手）（以下「ＡＬＴ」という。）の要件 

次の（１）から（10）までの要件を満たす者とする。 

 （１）上記業務内容を適切に遂行できること。 

（２）出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）に定める、本業務を遂

行するための適正な在留資格「教育」等を有すること。 

（３）犯罪歴のないことが証明されていること。 

（４）大学の学士以上の学位号取得者であること。文部科学省からスーパーサイエンス  

ハイスクールに指定された高等学校（以下「ＳＳＨ指定校」という。）については、  

英語を母語とする者であり、かつ、英語圏の国にある大学の理数系の学士号以上の  

資格取得者、又は同等の資質を有する者。 



（５）語学教師としての資格を有する者又は英語教育に熱意がある者で、かつ、英語論

文及び英語によるプレゼンテーションの指導が可能な者。 

（６）英語圏諸国における文化を十分に理解し、日本人英語教員に対する校内研修を行

える高い能力があること。 

（７）英語圏諸国における英語の発音、リズム、イントネーション、発声において優秀

であり、かつ現代の標準的な語学力（文章力、文法力）を備えていること。 

（８）日本における教育、特に外国語教育に関心があること。 

（９）積極的に子供達と共に活動することに意欲があること。 

（10）日本国法令を遵守すること。 

 

６ 就業場所及びＡＬＴ数 

 （１）就業場所 

    県立学校（高等学校・中学校・特別支援学校）９５校程度 

    その他指定する場所 

 （２）ＡＬＴ数 

    ２２名（うち４名はスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）指定校対応） 

    ※ ＳＳＨ指定校（予定） 

      仙台第一高校、仙台第三高校、多賀城高校、古川黎明高校 

 

７ 契約期間 

  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

８ 派遣就業日及び時間 

（１）派遣就業日は、原則として派遣期間内の月曜日から金曜日までとする。ただし、  

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日、１２月２

９日から翌年の１月３日までの日及び教育委員会が指定する日を除く。 

１日の就業時間は、７時間までとし、原則として、午前８時３０分から午後５時

１５分（うち６０分は休憩時間）までの間に設定し、週あたりの就業時間は、３５

時間以内を基準とする。 

（２）就業場所は、上記６（１）就業場所のとおりとする。 

（３）就業日や就業時間等に変更がある場合には、その都度、事前に県立学校の校長（以

下「校長」という。）が受注者に通知し、必要な措置を講じる。 

（４）（１）の教育委員会が指定する日は、次のとおりとする。 

学校行事等の代休日、公立高等学校入学者選抜に係る事務処理日、その他各就業   

場所の校長が指定した日 

（５）深夜労働は、実施しない。 

 

９ その他 

（１）業務の改善 

    教育委員会は、受注者が次の各号に該当すると判断したときは、受注者に改善を

命じ、これを執行させることができるものとする。 



   イ 日本国憲法その他日本の法令又はこの要項に違反したとき。 

ロ 児童・生徒、学校に対して信用を傷つけ、又は不名誉となる行為を行ったとき。 

   ハ 業務遂行が不十分又は業務遂行に支障があると認められたとき。 

（２）説明会の参加 

    受注者及びＡＬＴは、派遣業務遂行前に、教育委員会及び就業場所を訪問し、業

務内容等について、事前打合せを行うこと。 

（３）派遣業務の実施に係る留意事項 

   イ 受注者は、ＡＬＴが選任された時点で、氏名、性別、１８歳未満の場合は実年

齢、４５歳以上の場合は４５歳以上である旨、６０歳以上の場合は６０歳以上で

ある旨、及び社会保険、雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無（無しの場

合はその具体的な理由も含む。）、無期雇用労働者であるか否かを教育委員会に書

面で通知すること。 

   ロ 受注者は、県立学校の状況、個別事業、その他派遣業務の遂行上必要な事項に

関して学校と打合せを行う必要がある事項については、事前に県立学校と十分打

合せを行い、授業及び学校行事等に支障のないようにすること。 

   ハ 受注者は、全てのＡＬＴにあらかじめ胸部レントゲン撮影等の健康診断を実施

の上、医療機関の診断書において健康であることを確認すること。 

   ニ 受注者の負担により、ＡＬＴに対する指導力向上のための研修等を実施すると

ともに、基本的人権について正しい認識を持って業務を遂行できるよう、人権啓

発に係る研修を行うこと。また、受注者はＡＬＴに対する研修計画（コンプライ

アンスの観点を含む。）を事前に教育委員会に説明すること。 

（４）守秘義務 

    受注者及びＡＬＴは、業務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。派遣業務契約が終了した後も、同様とする。 

（５）緊急時の対応等 

受注者は、緊急の事態が発生した場合、直ちに電話等により各校長及び宮城県教

育庁高校教育課（以下「高校教育課」という。）に連絡するとともに、業務が円滑に

遂行するよう対処しなければならない。また、遅延なくその状況を、書面をもって

速やかに高校教育課長に報告しなければならない。 

 （６）受注者はＡＬＴ管理状況を高校教育課に定期的に報告しなければならない。 

 

１０ 提案及び業務を遂行する業者の資格要件 

     ＡＬＴが、外国語指導に関する業務を遂行するに当たっては、「４業務内容」に掲

げた業務に従事するにふさわしい人材であることが絶対要件となることから、要件を

満たす人材を確保し派遣することが可能な業者を選定するために、下記の資格要件を

定める。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな  

い者であること。 

（２）宮城県における物品調達等に係る競争入札参加業者登録簿に登載されている者で

あること。 

（３）暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例６７号）及び宮城県入札契約暴力団等排  



除要綱等を遵守できる者であること。 

 

１１ スケジュール 

 （１）企画提案募集開始             令和７年１２月１７日（水） 

 （２）企画提案書作成等に関する質問受付期限   令和８年 １月 ９日（金） 

午後５時まで  

 （３）企画提案書作成等に関する質問への回答期限 令和８年 １月１４日（水） 

 （４）企画提案書の提出期限           令和８年 １月１６日（金） 

                          午後５時まで 

 （５）企画提案書の選考             令和８年 １月２０日（火） 

 （６）企画提案書の選考結果通知         令和８年 ２月上旬 

 

１２ 資格要件及び企画提案書の審査 

 （１）企画提案書の提出があった者について１０に定める資格要件を審査し、資格要件   

を満たしている者についてのみ企画提案書の審査を行う。 

資格要件に係る審査結果については、選定委員会の前までに、企画提案書等を提 

出した全ての者に連絡する。 

（２）提案の検討に当たっては、高校教育課内に「選定委員会」を設置し、提出された  

企画提案書及び関係書類の書類審査を行い、総得点が満点の６割以上である企画提

案を行った提案者のうち、最高点を付けた委員が最も多い提案者を業務委託候補者

として選定する。また、最高点を付けた委員の数が最も多い提案者が複数いる場合

は、選定委員会において協議の上で業務委託候補者を選定する。企画提案者が１者

のみの場合は、総得点が満点の６割以上となった場合のみ、業務委託候補者として

選定する。 

（３）書類審査結果については、令和８年２月上旬（予定）に通知する。 

 

１３ 提案を求める内容 

「宮城県立高等学校等における外国語指導に関する労働者派遣業務」に関する以下

の事項について網羅されていること。 

（１）人材の確保 

（２）業務の実施体制（管理、運営、緊急時対応、危機管理を含む。） 

（３）事業実施スケジュール及び内容 

（４）価格 

 

１４ 提案の審査基準 

   審査は、主に以下の内容について行う。 

（１）ＡＬＴの資格要件が満たされるか。 

（２）就業場所へのＡＬＴの配置が確保できるか。 

（３）ＡＬＴ配置に伴う募集・採用・管理・運営・研修の一連の業務が適切に整理・提  

案されているか。 

（４）ＡＬＴの守秘義務、交替、緊急時対応等危機管理が適切になされるか。 



（５）派遣業務として、業務の管理、運営、推進体制は適切か。 

（６）価格が妥当であるか。 

 

１５ 失格事由 

 （１）次のいずれかに該当する場合は、応募者を失格とする。 

   イ 提出された企画提案書等に記載されている文字の判読が困難である場合又は意    

味が不明である場合 

   ロ 本提案募集要項に従っていない場合 

   ハ 同一の応募者が２以上の企画提案書を提出した場合 

   ニ 企画提案方式による公正な企画提案の執行を妨げ、又は不正利用を得るために    

連合した応募者が提出した場合 

   ホ 民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗違反）、第９３条（心裡留    

保）、第９４条（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案を行った場合 

 （２）その他 

   イ 企画提案書等の提出を取り下げる場合は、速やかに「取下願」を提出すること。 

   ロ 取下願の提出があった場合も、既に提出された企画提案書等は返却しない。 

   ハ 企画提案書等の再提出は認めない。 

  

１６ 企画提案書の提出方法等 

（１）提出書類 

次のイとロの書類の一式を綴じ込みの上で、８部提出のこと。 

イ 企画提案書 

提案書の中には上記１３の（１）から（４）の事項順に記載し、Ａ４判サイズ

の用紙を用い、様式は別紙のとおりとする。 

ロ 添付書類 

 会社概要（既存のもので差し支えない。） 

   ハ 概算見積書（項目・金額・内容） 

   ニ その他に提案者が必要と認める資料等 

※ 提出された資料等は、原則として返却しないので留意のこと。 

（２）提出期限 

令和８年１月１６日（金）午後５時まで 

なお、郵送により提出する場合には、同日時必着とする。 

（３）作成に当たっての留意事項 

イ この提案に係る費用は、すべて提案者の負担とする。 

ロ 企画提案書作成及び派遣業務の内容等に関する質問事項については、令和８年

１月９日（金）午後５時まで（期限厳守）に、別添提案募集質問様式により下記

（４）宛てにＥメールにて送付すること。 

受け付けた質問については、全提出希望業者の質問事項と回答事項を集約した

ものを、令和８年１月１４日（水）までにＥメールで回答する。 

ハ 企画提案書の内容等について、高校教育課の担当者から必要に応じて問い合わ

せをする場合があるので、担当者の氏名、連絡先（電話番号、Ｅメールアドレス）



を企画提案書の表紙に明記すること。 

 

（４）企画提案書の提出先及び問合せ先 

宮城県教育庁高校教育課 教育指導第一班 担当：菅野 麻美 

      〒980-8423 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

      TEL 022-211-3624 

         FAX 022-211-3696 

         E-mail  ko-jet@pref.miyagi.lg.jp 

           

１７ 業者選定後の取扱い 

（１）提案に係る審査結果については、審査終了後速やかに企画提案書を審査した全て  

の業者に対して、書面で通知する。また、選定結果については、選定された候補者  

の名称、参加事業者の名称、点数等を公表する。 

（２）宮城県は、選定された提案者１者と、指名委員会の審議を経た上で、別途宮城県  

が作成する労働者派遣契約書等に基づき、予定価格の範囲内で見積合わせにより当

初の業務を遂行する。 

（３）宮城県は、労働者派遣業務に際して、選定された企画提案書の内容をもとに加除  

修正し、最終的な仕様書として提示する場合があるものとする。 

（４）選定された提案については、次年度以降においても同様の内容で事業を行う場合

があるが、本提案の選定をもって、次年度以降における業者の選定を担保するもの

ではない。 

 （５）提出された企画提案書等は、情報公開条例その他の法令の規定に基づき、開示す   

る場合がある。 
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